
① 納入する金額を減額する場合

※例以外の理由により該当月の特別徴収税
額を減額して納入する場合も、納入書の
修正方法は同様です。



※例以外の理由により該当月の特別徴収税
額を増額して納入する場合も、納入書の
修正方法は同様です。② 納入する金額を増額する場合



※金融機関の地方税納入サービス等を利用されていて、納入書をお持ちでない場合は、市民税課
（06-6858-2133）までご連絡いただけましたら、郵送いたします。

「人員」欄に退職所得に係る
納税義務者（従業員等）数1人
と記入する。



６
５ 年 度 ６ 年 度

番
号
を
記
入

番
号
を
記
入

←

番
号
を
記
入

異
動
の
事
由

異
動
後
の
未
徴
収
税
額
の
徴
収
方
法

←

特
別
徴
収
継
続1

１

一
括
徴
収

２

普
通
徴
収

（
本
人
が
納
付
）

３

※
事
業
主
及
び
従
業
員
の
希
望
の
み
に
よ
る

普
通
徴
収
へ
の
切
替
は
で
き
ま
せ
ん
。

8.
そ
の
他
の

理
由
を
右
欄

へ
記
入

徴
収
予
定
額

（（
ウ
）と
同
額
）を

右
欄
に
記
入

※
新
し
い
勤
務
先
が
法
人
の
場
合
は
、ご
確
認
の
上
記
入
し
て
くだ
さ
い
。

新
し
い
勤
務
先
へ
は
、

月
割
額

受
給
者
番
号

納
入
書
の
要
否

(新
規
の
場
合
の
み
記
載
）

５
年
度

６
年
度

を
月
分

（
翌
月
10
日
納
期
限
）か
ら
徴
収
し
、納
入
す
る
よ
う
連
絡
済
み
で
す
。

※
新
し
い
勤
務
先
へ
月
割
額
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

月
分（
翌
月
10
日
納
期
限
）で
納
入
し
ま
す
。

必
要

１
不
要

２

フ
リ

ガ
ナ

1 本 書 は 、 特 別 徴 収 の （ 個 人 の 市 町 村 民 税 ・ 道 府 県 民 税 （ 住 民 税 ） を 給 与 差 引 し て い る 又 は 特 別 徴 収 の 給 与 支 払 報 告 書 を 提 出 し た ） 従 業 員 等 が 、 異 動 （ 退 職 ・ 転 勤 等 ）

　 し た 場 合 に ご 提 出 い た だ く 用 紙 で す 。 提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月提 出 期 限 は 、 該 当 の 従 業 員 等 の 異 動 が あ っ た 月 の 翌 月 1 0 日 ま で で す日 ま で で す 。 従 業 員 等 の 住 所 変 更 の み の 場 合 は 、 提 出 不 要 で す 。

2 機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。機 械 読 み 取 り を 行 う 場 合 が あ り ま す の で 、 太 枠 内 へ 記 入 し て く だ さ い 。 訂 正 す る 場 合 は 二 重 線 で 抹 消 し て く だ さ い 。

3 給 与 所 得 者 本 人 が 国 外 に 出 国 さ れ る な ど の 場 合 は 、 納 税 管 理 人 の 届 出 が 必 要 と な り ま す 。 詳 し く は 、 市 町 村 へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

注
意

事
項

等



６ ５
年
度

６
年
度

番号を記入

番号を記入
←

番号を記入

異動の事由
異動後の未徴収税額の徴収方法

←

特別徴収継続

1

１

一括徴収２

普通徴収
（本人が納付）

３

※事業主及び従業員の希望のみによる
普通徴収への切替はできません。

8.その他の
理由を右欄
へ記入

徴収予定額
（（ウ）と同額）を
右欄に記入

※新しい勤務先が法人の場合は、ご確認の上記入してください。

新しい勤務先へは、

月割額

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載）

５年度

６年度

を 月分
（翌月10日納期限）から徴収し、納入するよう連絡済みです。
※新しい勤務先へ月割額をお伝えください。

月分（翌月10日納期限）で納入します。

必要１ 不要２

フリ
ガナ

1
本
書
は
、
特
別
徴
収
の
（
個
人
の
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
（
住
民
税
）
を
給
与
差
引
し
て
い
る
又
は
特
別
徴
収
の
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
た
）
従
業
員
等
が
、
異
動
（
退
職
・
転
勤
等
）

　

し
た
場
合
に
ご
提
出
い
た
だ
く
用
紙
で
す
。
提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月

提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
1
0
日
ま
で
で
す

日
ま
で
で
す
。
従
業
員
等
の
住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
、
提
出
不
要
で
す
。

2
機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
二
重
線
で
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。

3
給
与
所
得
者
本
人
が
国
外
に
出
国
さ
れ
る
な
ど
の
場
合
は
、
納
税
管
理
人
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
町
村
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注 意 事 項 等

６ ５
年
度

６
年
度

番号を記入

番号を記入
←

番号を記入

異動の事由
異動後の未徴収税額の徴収方法

←

特別徴収継続

1

１

一括徴収２

普通徴収
（本人が納付）

３

※事業主及び従業員の希望のみによる
普通徴収への切替はできません。

8.その他の
理由を右欄
へ記入

徴収予定額
（（ウ）と同額）を
右欄に記入

※新しい勤務先が法人の場合は、ご確認の上記入してください。

新しい勤務先へは、

月割額

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載）

５年度

６年度

を 月分
（翌月10日納期限）から徴収し、納入するよう連絡済みです。
※新しい勤務先へ月割額をお伝えください。

月分（翌月10日納期限）で納入します。

必要１ 不要２

フリ
ガナ

1
本
書
は
、
特
別
徴
収
の
（
個
人
の
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
（
住
民
税
）
を
給
与
差
引
し
て
い
る
又
は
特
別
徴
収
の
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
た
）
従
業
員
等
が
、
異
動
（
退
職
・
転
勤
等
）

　

し
た
場
合
に
ご
提
出
い
た
だ
く
用
紙
で
す
。
提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月

提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
1
0
日
ま
で
で
す

日
ま
で
で
す
。
従
業
員
等
の
住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
、
提
出
不
要
で
す
。

2
機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
二
重
線
で
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。

3
給
与
所
得
者
本
人
が
国
外
に
出
国
さ
れ
る
な
ど
の
場
合
は
、
納
税
管
理
人
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
町
村
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注 意 事 項 等

1 7

豊中市××町△△-□

豊中市△△町×-△

株式会社  ○○○○
XX

8 5

561-XXXX

4 3 3 6 8
XX 2 2

317

7

120,000 20,000 100,000

100,000

5
3

06-6858-XXXX 01234567

2231

豊 中

豊中  希望

人事課給与係

大 阪

トヨナカ ノゾミ

豊中市××町△△-□

豊中市○○町×-△

株式会社  ○○○○
XX

8 5

561-XXXX

4 2 2 6 8
XX 2 3

317

7

240,000 40,000 200,000

5
2

06-6858-XXXX 01234567

1

1

231

豊 中

豊中  未来

人事課給与係

大 阪

トヨナカ ミライ

「～月分」とは、「実際に給与を支給した（する）月」であり、～月に勤務した対価の給与という
意味ではありません。
例えば、7月分というのは実際に7月に支給した（する）給与を指し、そこから特別徴収した
住民税を翌8月10日までに納入いただきます（P6問18参照）。



６ ５
年
度

６
年
度

番号を記入

番号を記入
←

番号を記入

異動の事由
異動後の未徴収税額の徴収方法

←

特別徴収継続

1

１

一括徴収２

普通徴収
（本人が納付）

３

※事業主及び従業員の希望のみによる
普通徴収への切替はできません。

8.その他の
理由を右欄
へ記入

徴収予定額
（（ウ）と同額）を
右欄に記入

※新しい勤務先が法人の場合は、ご確認の上記入してください。

新しい勤務先へは、

月割額

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載）

５年度

６年度

を 月分
（翌月10日納期限）から徴収し、納入するよう連絡済みです。
※新しい勤務先へ月割額をお伝えください。

月分（翌月10日納期限）で納入します。

必要１ 不要２

フリ
ガナ

1
本
書
は
、
特
別
徴
収
の
（
個
人
の
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
（
住
民
税
）
を
給
与
差
引
し
て
い
る
又
は
特
別
徴
収
の
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
た
）
従
業
員
等
が
、
異
動
（
退
職
・
転
勤
等
）

　

し
た
場
合
に
ご
提
出
い
た
だ
く
用
紙
で
す
。
提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月

提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
1
0
日
ま
で
で
す

日
ま
で
で
す
。
従
業
員
等
の
住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
、
提
出
不
要
で
す
。

2
機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
二
重
線
で
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。

3
給
与
所
得
者
本
人
が
国
外
に
出
国
さ
れ
る
な
ど
の
場
合
は
、
納
税
管
理
人
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
町
村
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注 意 事 項 等

６ ５
年
度

６
年
度

番号を記入

番号を記入
←

番号を記入

異動の事由
異動後の未徴収税額の徴収方法

←

特別徴収継続

1

１

一括徴収２

普通徴収
（本人が納付）

３

※事業主及び従業員の希望のみによる
普通徴収への切替はできません。

8.その他の
理由を右欄
へ記入

徴収予定額
（（ウ）と同額）を
右欄に記入

※新しい勤務先が法人の場合は、ご確認の上記入してください。

新しい勤務先へは、

月割額

受給者番号

納入書の要否
(新規の場合のみ記載）

５年度

６年度

を 月分
（翌月10日納期限）から徴収し、納入するよう連絡済みです。
※新しい勤務先へ月割額をお伝えください。

月分（翌月10日納期限）で納入します。

必要１ 不要２

フリ
ガナ

1
本
書
は
、
特
別
徴
収
の
（
個
人
の
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
（
住
民
税
）
を
給
与
差
引
し
て
い
る
又
は
特
別
徴
収
の
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し
た
）
従
業
員
等
が
、
異
動
（
退
職
・
転
勤
等
）

　

し
た
場
合
に
ご
提
出
い
た
だ
く
用
紙
で
す
。
提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月

提
出
期
限
は
、
該
当
の
従
業
員
等
の
異
動
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
1
0
日
ま
で
で
す

日
ま
で
で
す
。
従
業
員
等
の
住
所
変
更
の
み
の
場
合
は
、
提
出
不
要
で
す
。

2
機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

機
械
読
み
取
り
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
太
枠
内
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
二
重
線
で
抹
消
し
て
く
だ
さ
い
。

3
給
与
所
得
者
本
人
が
国
外
に
出
国
さ
れ
る
な
ど
の
場
合
は
、
納
税
管
理
人
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
町
村
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

注 意 事 項 等

豊中市××町△△-□

豊中市□□町×-△

株式会社  ○○○○
XX

10 5

561-XXXX

豊中市□□町××-○

△△△△  株式会社

560-○○○○

4 4 4 6 10
XX 1 1

10

309

9

360,000

0246810

120,000 240,000

30,000

０００００１
2

5
4

06-6858-XXXX

06-6858-○○○○

01234567

3231

豊 中

豊中   光

人事課給与係

人事課  桜塚

大 阪

トヨナカ

△△△△  カブシキガイシャ

ヒカリ

豊中   歩
トヨナカ アユム

豊中市××町△△-□

豊中市－－町×-△

株式会社  ○○○○
XX

5 30

561-XXXX

4 5 5 6
XX 6 3
305180,000 0 180,000

5
5

06-6858-XXXX 01234567

4231

豊 中

人事課給与係

大 阪

「～月分」とは、「実際に給与を支給した（する）月」であり、～月に勤務した対価の給与という
意味ではありません。
例えば、7月分というのは実際に7月に支給した（する）給与を指し、そこから特別徴収した
住民税を翌8月10日までに納入いただきます（P6問18参照）。

会社で受給者番号が必要
な場合のみ記入する。

豊中市で新たに特別徴収と
なる場合のみ納入書の要・
不要を選択する。





令和6年度

令和６年
（2024年）
7月1日

令和６年
（2024年）
9月2日

令和６年
（2024年）
10月31日

令和７年
（2025年）
1月6日

必着でご提出ください。

「～月分」とは、「実際に給与を支給する月」であり、～月に勤務した対価の給与という意味
ではありません。
例えば、10月分というのは実際に10月に支給する給与を指し、そこから特別徴収する住民税
を翌11月10日までに納入いただきます（P6問18参照）。





給与関連事務を△△株式会社が代行することとなった



　市民税・府民税特別徴収税額の納入にあたり、近畿2府4県（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県）
以外に所在するゆうちょ銀行又は郵便局を利用される場合は、そのゆうちょ銀行又は郵便局を当市の市民税・
府民税（特別徴収税額）の納入取扱店（局）に指定していなければなりません。

　なお、下欄の特別徴収義務者の提出控えにもご記入のうえ、控えとして保管願います。


